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(13) 介護老人福祉施設

① 指定申請に必要な書類(法第86条及び規則第134条)

１）第４号様式 介護保険施設 指定（許可）申請書

２）付表１４ 介護老人福祉施設の指定に係る記載事項

３）添付書類（下記の｢介護老人福祉施設添付書類一覧｣に記載されている書類を添付

してください。

《介護老人福祉施設添付書類一覧》
番号 添 付 書 類 摘 要

１ 開設者の登記事項証 ① 「介護保険法に基づく介護老人福祉施設」又は「老人福祉法に

明書又は条例等 基づく特別養護老人ホーム」を実施する旨記載された登記事項証

明書の原本を添付してください。

② 条例にあっては、公布したものの写しを添付してください。

２ 特別養護老人ホーム 指定申請に係る特別養護老人ホームの認可証等の写しを添付して

認可証等の写し ください。

３ 併設する施設の概要 施設に介護老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホーム

等の施設が併設されている場合、参考様式７を参照して、併設する

施設の種類、名称、所在地、利用定員、管理者の氏名について記載

した書面を作成してください。

４ 図面 ① 当該施設の用途、面積を明示した平面図等を作成してください。

（位置図、配置図、 ② 施設を法人が所有している場合は全部事項証明書（建物）、

平面図） 施設を借りている場合は、賃貸借契約書（無償で借りる場合は使

用貸借契約書）を添付してください。

５ 写真 遠景から施設を撮影し、事業所の各室等（特に設備基準に規定し

ている部屋、非常災害設備等、衛生設備等及び掲示板）ごとに撮影

してください（利用者の用に供しない部分は必要ありません。また、

同じ構造である部屋等は１カ所のみ撮影してください。）。

注 写真に番号を付し、写真撮影位置が分かるよう平面図に

記入してください（記入例：①→）。

６ 建物の構造概要 参考様式４を参照の上、各階ごとに部屋の種類、室数、面積等を

（面積表） 記載した書類を作成してください

注 面積基準のある場合は、括弧書き等で内法面積を記載してく

ださい。

７ 設備の概要 サービス提供上配慮すべき設備の概要、非常災害設備及び衛生設

（設備・備品等） 備等について、参考様式５を参照の上、その実態を記載してくださ

い。

８ 建築基準法の検査済 建築基準法に基づく検査済証の写しを添付してください。

証

９ 消防法の検査済証 消防法に基づく検査済証の写しを、添付してください。

１０ 運営規程 以下を参照の上、施設の運営規程を作成してください。

（参考）

運営規程において定めるべき事項 《大分県規則参照》

1） 施設の目的及び運営の方針

2） 従業者の職種、員数及び職務の内容
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3） 入所定員

4） 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び

利用料その他の費用の額

5） 施設の利用に当たっての留意事項

6） 非常災害対策

7） 苦情処理に関する事項 ※H25.4～追加

8) 虐待防止に関する事項 ※H25.4～追加

9） その他施設の運営に関する重要事項

１１ 従業者の勤務の体制 ① 参考様式１及びその記載例を参照して作成してください。

及び勤務形態一覧表 注1 「サービス種類」欄には、介護老人福祉施設を記載してく

ださい。

注2 職種ごとに勤務形態（注5参照）の区分ごとの順にまとめ

て記載してください。

注3 「職種」欄には、「管理者」、「医師」、「生活相談員」、「看

護職員」、「介護職員」、「栄養士」、「機能訓練指導員」、「介

護支援専門員」、「調理員」等記載してください。

兼務している者がいる場合、「職種」欄にその旨を明記す

るか、兼務する職種に応じて複数行に記載してください。

注4 常勤換算が必要となる介護職員等の職種については、個人

ごとに週平均の勤務時間を算出した上でこれをす べて足し、

常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、常勤換算後

の人数を記載してください（小数点第２位切り捨て）。

注5 「勤務形態」欄には、Ａ（常勤で専従）、Ｂ（常勤で兼務）、

Ｃ（非常勤で専従）、Ｄ（非常勤で兼務）のいずれかを記載

してください。

注6 介護老人福祉施設に係る従業者全員（管理者を含む。）に

ついて、事業開始予定日から４週間分、記載してください。

１２ 医師等の資格を有す ① 管理者、医師、生活相談員、栄養士、看護職員、介護支援専門

ることを証する書類 員、機能訓練指導員について、医師免許証等その資格を有するこ

とを証する書類の写しを添付してください。

② 介護職員について、介護福祉士登録証、介護職員基礎研修修了

証書、訪問介護員養成研修修了証書又は経歴書を添付してくださ

い。

１３ 施設等に係る組織 参考様式１８を参照の上、同一法人内の事業所（居宅サービス、

体制図 施設サービス、地域密着型サービス、有料老人ホーム、他法による

サービス）間の従業者の兼務の状況がわかるように作成してくださ

い。

１４ 利用者からの苦情を 次の事項等について記載した書類を、参考様式６を参照して作成

処理するために講ず してください。

る措置の概要 1）利用者等からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）、

担当者の設置

2）円滑かつ迅速に苦情処理等を行うための体制・手順

3）その他の参考事項

１５ 嘱託医契約書 嘱託医として勤務する医師との契約書の写しを添付してください。
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１６ 協力病院契約書 入所者に病状の急変が生じた場合に協力を依頼する協力病院とあ

らかじめ取り交わした契約書の写しを添付してください。

協力歯科医療機関があるときは、その協力歯科医療機関との取り

交わした契約書の写しも提出してください。

１７ 介護支援専門員総括 必要事項を記入して、提出してください。

票 注 介護支援専門員が事前登録をしていない場合（８ケタの番号

でない場合）は、介護支援専門員登録票を併せて提出してくだ

さい。

１８ 誓約書 ①介護保険法に係る誓約事項

（参考様式14，参考 参考様式１４を参照し、申請者、役員及び管理者が誓約内容を確

様式16-2） 認したうえで、作成してください。

②暴力団排除に係る誓約事項 ※H25.4～追加

全法人代表者は、「暴力団排除に係る誓約書（参考様式16-2）」の

内容を確認したうえで作成してください。県警への照会は、申請（代

表者の変更）の都度行いますので、必ず添付してください。

別紙 社会保険・労働保険 確認書に記入の上、加入していることが確認できる書類を添付し

１ 加入状況にかかる確 てください。 ※H29.7～追加

認書 <社会保険> ※いずれか１つ

・保険料の領収証書 ・社会保険料納入証明書 ・社会保険料納入確認書

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書

・健康保険・厚生年金保険適用通知書

<労働保険> ※いずれか１つ

・労働保険概算・確定保険料申告書 ・納付書・領収証書

・保険関係成立届

② 変更届出に必要な書類（法第89条、規則第135条）

１）第７号様式 変更届出書

※ 「サービスの種類」欄に必ず記入してください（記入のないものが多い。）。

※ 「変更があった事項」欄に○印を記入し、「変更の内容」欄に、変更点を記載してく
ださい。
・ 当該欄に記入しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、変更点を別紙に記載してください。

・ 運営規程の変更の場合は、当該欄に「別紙新旧対照表のとおり」と記載し、新旧対照表を添付してください。

２）付表１４（上記「①の２）」を参照してください。）

３）添付書類（①の「介護老人福祉施設添付書類一覧｣に記載されている書類のうち、「変更

届出が必要となる事項」に関係のある書類（下の表（「変更届出が必要となる事項に関係

のある書類一覧表」）を参照）のみ提出してください。）

※ 「変更届出が必要となる事項」は次のとおりです。

変更届出が必要となる事項に変更があったときは、１０日以内に届け出てください（１０日を過ぎると

受け付けないということではありません。）。

ア 施設の名称及び開設の場所

イ 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名

ウ 開設者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限

る。）

エ 併設する施設の概要
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オ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

カ 施設の管理者の氏名、生年月日、住所

キ 運営規程

ク 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約内容

ケ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

※ 変更届出が必要となる事項に関係のある書類一覧表

変更届出が必要となる事項 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

名称 所在 名称 所在 従業 営業日､ 事業実 その

地 地 者 時間、そ 施地域 他

書類 の他の費

用

１） 第７号様式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

運営規程新旧対照表(△第７号様式中に記載できれば不 △ △ △ △ △ △

要)

２） 付表１４ ○ ○ □１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ 開設者の登記事項証明書又は条例等 ○ ○

２ 併設する施設の概要 ○

３ 平面図（位置図、配置図、平面図） ○

４ 写真 ○

５ 建物の構造概要（面積表） ○

６ 施設の設備の概要 ○

７ 建築基準法の検査済証 ○

８ 消防法の検査済証 ○

９ 運営規程（改正後のもの） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０ 施設の勤務の体制及び勤務形態一覧表 □2 ○ □4

１１ 施設の従業者の資格を有することを証す ○

る書類

１２ 事業所に係る組織体制図 ○ ○

１３ 協力医療機関との契約の内容 ○

１４ 介護支援専門員総括票 ○

１５ 誓約書 □５ ○

注 一つの変更行為が複数の変更届出必要事項に該当することがあります。

※ 複数該当例：事業所が移転した場合：アの「所在地」欄、オ及びキの「所在地」欄を参照してください。

□１は、開設者が地方公共団体で事業の実施について定めている条文が変更になる場合に添付してください。

□2 は、勤務の体制等が変更になる場合は、併せてキの「従業者」欄も参照してください。

□3 は、管理者が変更になる場合は、併せてカも参照してください。

□4 は、従業者の勤務の体制等が変更になる場合は、併せてキの「従業者」欄も参照してください。

□５は、開設者の代表者が変更になる場合に添付してください。

③ 施設介護サービス費の請求に関する事項の届出
加算等は、届出が受理された日の翌月からの算定（月の初日の場合はその月からの算定）

となります。
指定を受ける際も届出が必要です。
算定する加算等を変更する場合は、次の書類を提出してください。

１）介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

２）介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

３）添付書類

※ 添付書類は、「介護給付費の算定に係る届出の添付書類の手引き」を参照してくださ

い。

４）介護職員処遇改善加算に関する届出書類（算定を希望する場合）

※ 詳細は、「介護職員処遇改善加算」のページを参照してください。


